
（別紙：ＮＷ・令和２年度） 

令和  年  月  日 

 

全国中小企業団体中央会振興部 御中 

（FAX０３（３５２３）４９１０/MAIL shinko-7@mail.chuokai.or.jp） 

 

中小企業組合等課題対応支援事業に係る企業化等状況報告書 

（２０２３年４月～２０２４年３月） 

 

             貴団体名               （記入者名        ）  

             住  所 〒                            

             電話番号          ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ                

 

＊「１．」及び「３．」の各項目はすべての団体が、「２．」は該当する団体が記入してください。 

 

１．企業化、産業財産権、他への供与の有無について【すべての団体ご記入ください。空欄不可】 

（下記（１）～（４）の項目ごとに、「有」「無」いずれかに必ず○印を付してください。） 

 

（１）補助事業実施結果の企業化            有（    年  月）    無 

（「有」に○ → 企業化した年月と内容を記入し、「２．」もご記入願います） 

  【企業化の内容：                          】 

 ※企業化したものの、中止・廃止した場合は、その年月を記入願います。 

                       （中止・廃止年月     年  月） 

 

  ※上記（１）で「無」に○を付した場合のみ（２）にお進みください。 

 

（２）企業化等への取組みについて           有              無 

  （現在、企業化はしていないが、企業化に取り組んでいる場合は「有」に○を付し、取組内容を記入し、 

「２．」もご記入願います） 

  【取組内容：                          】 

 

（３）産業財産権（特許権、実用新案権、意匠権）について 

   【産業財産権の内容：                      】 

   ① 産業財産権の出願             有 （   年    月）   無 

    （「有」に○ → 年月と内容を記入し、②へ）      ↓ 

   ② 産業財産権の取得・登録          有 （   年    月）   無 

    （「有」に○ → 年月を記入し、③へ）         ↓ 

   ③産業財産権の譲渡又は実施権の設定      有 （   年    月）   無 

    （「有」に○ → 年月を記入し、「２．」もご記入願います） 

 

（４）その他、該当補助事業の実施結果の他への供与  有 （   年    月）   無 

 （「有」に○ → 他への供与した年月と内容を記入し、「２．」もご記入願います） 

  【供与内容：                          】 

  ※供与したものの、中止・廃止した場合は、その年月をご記入願います。 

                        （中止・廃止年月    年  月） 



２．企業化、産業財産権、他への供与による収益状況【該当団体は必ずご記入ください。空欄不可】 

（上記「１．」の（１）で「有」に○、（２）で「有」に○、（３）で①～③すべて「有」に○、（４）で「有」に

○、のいずれかに該当する団体は、必ず以下もご記入願います。） 

  なお、該当した場合は、上記「１．」の（１）及び（４）を中止・廃止した場合のご記入いただ

いた年月以降を除き、たとえ収入がなくても、原則、事業終了後から支出は継続的に発生している

はずなので、総支出額は、必ずご記入願います（総収入額および収益額が０円の場合は、０と記入

願います。）。 

 

 ２０２１年４月から２０２２年３月までの企業化等による総収入額           円 

           〃               総支出額           円 

           〃               収 益 額           円 

 

 ２０２２年４月から２０２３年３月までの企業化等による総収入額           円 

           〃               総支出額           円 

           〃               収 益 額           円 

 

 ２０２３年４月から２０２４年３月までの企業化等による総収入額           円 

           〃               総支出額           円 

           〃               収 益 額           円 

 

※記載注意事項 

（１）総収入額とは、２０２３年４月から２０２４年３月までの補助事業実施結果の企業化、産業財産権

の譲渡又は実施権の設定、その他、該当補助事業の実施結果の他への供与による総収入額をいう。 

（２）総支出額とは、２０２３年４月から２０２４年３月までの補助事業実施結果の企業化又は企業化

への取組み、産業財産権の譲渡又は実施権の設定、その他、該当補助事業の実施結果の他への供与の

ために要した額をいう（人件費、加工費、製造費、原材料費、設備投資費、広告宣伝費、通信運搬費、

保管費、工事費、光熱費、燃料費、借損料、委託費、外注費等全ての経費）。 

（３）収益額とは、「２０２３年４月から２０２４年３月までの総収入額 － 総支出額」をいう。 

（４）ご記入いただいた額について、後日、本会が確認する場合があるので、その積算根拠を明確にして

おくこと。 

 



３．事業終了後の進捗状況について【すべての団体ご記入ください。空欄不可】 

（２０２４年３月までの状況で該当する内容に必ず○印を付すとともに（複数○可）、その年を記入、該当しない 

場合は、「⑦その他」にその内容を必ず記入願います。） 

 基本計画の策定を目的とした事業  ｿﾌﾄｳｪｱ等の開発、ｼｽﾃﾑ等の構築を目的とした事業 

 ①基本計画を実現化（    年）  ④運用中            （    年） 

 ②実現化へ取組中 （    年）  ⑤ｿﾌﾄｳｪｱ、ｼｽﾃﾑ等の機能追加   （    年） 

 ③実現化を中断・廃止（    年） 

 →理由：⑦へ具体的に記載してくだ

さい 

 ⑥ｿﾌﾄｳｪｱ、ｼｽﾃﾑ等の運用中断・廃止（    年） 

 →理由：⑦へ具体的に記載してください 

 ⑦その他及び現在の状況（①～⑥以外の事業終了後の活動内容、補助事業との関連、今後の予定

や、③・⑥で中止・廃止した場合はその理由、等について記載してください）。 

 

 

 

 

 

 

 

○中小企業組合等課題対応支援事業（組合等情報ネットワークシステム等開発事業）補助金交付規

程（抜粋） 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

  第 16 条 全国中央会会長は、組合等が補助金を他の用途に流用し、又は補助金の交付の内

容、若しくはこれに付した条件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、

補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。 

  ２ 前項の規定は、第１３条において定める補助金額の確定があった後においても適用があ

るものとする。 

  ３ 全国中央会会長は補助金の交付決定の取消しを行った場合は、その旨を組合等に対し、

速やかに通知するものとする。 

 

  （補助金の返還） 

  第 17 条 組合等は、第１５条の規定により既に補助金の交付を受けた後、第１６条の規定に

より取消しを受けた場合において、様式第１３による補助金返還通知書に従って補助金を

返還しなければならない。 

  ２ 組合等は、様式第１３の規定により補助金の額の確定を受けた場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、補助金返還通知書に従って補助金を返還しな

ければならない。 

３ 前項の補助金の返還期限は、返還を通知した日から２０日以内又は３月３１日のいずれ

か早い日までとし、期限内に返還されない場合は、未納に係る金額に対して、その未納た

る期間に応じて、年利１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

 

 


